
１ EU とわが国の自転車政策の方向性 

 

 2024 年 4月 3日、EUは European Declaration 

on Cycling（以下、サイクリング欧州宣言）に

署名した。サイクリング欧州宣言は、EU におけ

る自転車政策の方向性を提示したものであり、

EU 加盟国やそれぞれの国の自治体が自転車政

策を立案するにあたっての指針となるものであ

る。EU としてはサイクリング欧州宣言を採択す

ることで、交通政策としてサイクリングを促進

し、EU における優先課題の一つである欧州グリ

ーンディールの目標達成の一助としたい考えだ。 

一方で、わが国では自転車政策の方向性を示

すものとして「自転車活用推進計画」が策定さ

れている。自転車活用推進計画は、2017 年に施

行された自転車活用推進法に定められている、

自転車の活用の推進に関して基本となる計画と

して位置づけられているものである。表 1 に、

サイクリング欧州宣言と第 2 次自転車活用推進

計画の目的をまとめた。 

サイクリング欧州宣言と自転車活用推進計画

は類似点が多く、自動車利用の抑制による渋滞

の緩和やカーボンニュートラルの実現、健康増

進、交通安全、安心に資するインフラ整備を目

指すといった部分は同様である。 

その中で大きく異なるのが、自転車通行空間

の創出に関する考えだ。端的に言うと、EU では

車道と自転車通行空間の間に工作物を設置する

などした「自動車との構造的な分離」を目指し、

わが国では「歩行者との分離」を目指している 
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表 1 サイクリング欧州宣言の原則と自転車活用推進計画の目的一覧 



という違いがみられる。その理由として、EUで

は自転車歩行者道がある国もあるが一般的に

既に自転車は車両として扱われているので歩

行者と分離されており、わが国では自転車は歩

行者に近い存在として扱われているために自

動車と分離されていることが挙げられる。 

 

２ EUにおける自転車通行空間 

 

現状 EU における自転車通行空間の多くは、

わが国と同様に車道の端を塗装するなどして

創出されている。また、バス等公共交通手段と

の共有レーンとするなどして自転車通行空間

を創出している例も多く、自動車と接触しやす

い状態であることから対自動車事故が懸念さ

れ、サイクリング欧州宣言では図 1のように自

動車から構造的に分離した自転車通行空間の

創出が推奨されている。 

 

図 1 ナント(仏)の自転車通行空間 

 

出典：筆者撮影 

 

ただし、EUにおいても構造的に分離した自転

車通行空間を整備するほど道路空間に余裕が

あるわけではない。そのため、車道の 1車線を

自転車通行空間等に再配分し、自転車と自動車

とを構造的に分離している事例がみられる。ま

た、図 2のようにボラード等を設置するなどし

て簡易的に自動車と構造的に分離する自転車

通行空間を創出するケースもみられる。 

 

図 2 簡易的に自動車と構造的に分離する自転

車通行空間 

 

出典：ECF ウェブサイト（https://ecf.com/news-

and-events/news/if-you-build-it-they-will-come-

new-study-shows-impact-covid-19-cycling） 

 

３ わが国における自転車通行空間 

 

 わが国では、1960年代のマイカーブームによ

り自動車交通量が急増した。そのため当時、車

道を通行していた自転車利用者の安全に鑑み

て 1970 年の道路交通法の改正により、自転車

の歩道通行が認められ、一般化した。さらに、

わが国では自転車は「ママチャリ」による日常

的な短距離利用が多く、幅広い年代に気軽に活

用されており、自転車は車両というよりも歩行

者に近い存在として「歩道を通行するもの」と

認識されている。 

1960～1970 年代の自転車乗車中の交通事故

死者数は平均 1,626 人であったが、1969 年の

1,979人を境に減少傾向がみられ、1980年代に

は平均 996人にまで減少した。自転車を自動車

から分離させ、歩道に上げたことが要因のひと

つとして考えられる。近年では、交通事故全体

とともに、自転車関連事故件数の減少傾向もみ

られる一方で、自転車関連事故件数が全交通事

故に占める割合は 2003 年の 19.2%から 2022 年

では 23.3%と増加傾向がみられる。また、ここ
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20 年間で自転車関連事故件数に占める自転車

対歩行者事故件数の割合は増加傾向がみられ、

2003 年で 1.3%であったその割合は、2022 年に

は 4.2%まで増加した。このような状況を受け、

2019年の道路構造令の改正において、他の自転

車通行空間よりも幅員が狭く、自動車とは構造

的に分離されない「自転車通行帯」の整備が明

記された。規定の幅員を狭めることで自転車通

行空間の整備を促し、自動車と構造的に分離さ

せることよりも、まずは自転車に車道を通行さ

せることを目指している。しかし、この対応で

は、過去のわが国や現在の EU と同様に、自転

車対自動車事故が懸念される。 

 

４ おわりに 

 

わが国において自動車と構造的に分離した自

転車通行空間の創出が難しいのは、道路空間に

余裕がないことが要因として挙げられる。その

ため、現状ではまず自転車と歩行者を分離する

ために自転車通行帯を創出し、自転車を道路に

戻すことを優先とする政策が講じられている。

ただし、道路容量が足りていないのは EU も同

様である。EU においてもドラスティックに道路

空間の再配分を行っているのは一部の国・都市

に過ぎず、多くの国・都市では限られた道路空間

の中で簡易的な構造分離に取り組むなど、試行

錯誤が続けられている。わが国においても、EU

の事例のように、ボラードを設置する等の簡易

的であったとしても歩行者とも自動車とも構造

的に分離した自転車通行空間の創出ができると

いうところを見せる姿勢が必要だろう。 


